
名古屋高等裁判所裁判官会議議事録

l 開催日時 令和2年6月26日 （金）午後4時

2 開催場所 名古屋高等裁判所大会議室

3 出 席 者 別紙出席者名簿のとおり

4 議事の経過及び結果

1 承認を求める事項

次の事項について，全員異議なく承認した。

（1）裁判官の配置の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第1の1に記載のとおり

（2） 裁判事務の分配の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第1の2に記載のとおり

１
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３
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（3） 裁判官に差し支えがあるときの代理順序の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第1の3に記載のとおり

（4） 司法行政事務の代理順序の定めの－－部変更について

別添の裁判官会議資料第1の4に記載とおり

2 報告事項

次の事項について，報告を受けた。

（1 ）裁判官の職務代行について

別添の裁判官会議資料第2の1に記載のとおり

（2） 各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第2の2に記載のとおり

（3 ）裁判官以外の裁半ll所職員の人事異動等について

別添の裁判官会議資料第2の3に記載のとおり

（4’裁判官以外の裁判所職員の昇格について

別添の裁判官会議資料第2の4に記載のとおり



(5)その他（文書開示）

別添の裁判官会議資料第2の5に記載のとおり

令和2年7月2日

議事録作成者

裁判所事務官 、

【
】議 長

高等裁判所長官
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令和2年6月26日（金）開催

会議資料|裁判官

名古屋高等裁判所
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第1 承認を求める事項

1 裁判官の配置の定めの一部変更について

(1 令和2年2月1日から，次のとおり一部を変更した

［第1 裁半||官の配置〕
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I

４
１
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次のとおり一部を変更した‘合和2年2月28日から，（3）

[第1 裁判官の配置〕
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一部を変更した（4）令和2年3月10nから，次のとおり
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り変更した(5 令和2年4月1日から，次のとお

［第1 裁判官の配置〕
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(7) 令和2年5月8Hから，次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕
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(91 令和2年6月12日から，次のとおり変更した

〔第1 裁判官の配置］

|日
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2 裁判事務の分配の定めの一部変更について

令和2年4月1日から，次のとおり一部を

〔第2 裁判事務の分配］

変更した『

－１‐１
１
←

汗旧

本庁 ’2 本庁

1i 民事及びｲ丁政に閨する事件の分配 (1, 民事及び行政に閨する事件の分配

ア上告事件は､受付順に従い,民事各｜ ア上告事件は,受付順に従い｡民事各
部に順次分配する。 部に順次分配する。

イ 搾訴事件は， イ 控訴事件は．

（ア）－一般民事控訴事件 （ｱ1一般民事控訴事件

（ｲ） 労働関係民事控訴事件 （ｲ） 労働関係民事控訴事件

（ウ）行政控訴事件 （ウl行政控訴事件

の各種別ごとに、記録~｣.数1，（)（)(） の各種別ご とに，記録]~数1、（）（)0

ワ
』

’

］~未満のもの、1，（）(）0丁以上3

0 0(JT未満のもの及び3, ()()0

以上8，000丁未満のものに区

未満のもの, 1, 00()丁以上3,

(）（)丁未満のもの及び3，（）（）0丁

上8，0（）（） ]－未満のものに区分
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以
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し，種別及び区分ごとに，受付順に従

い，民事各部に順次分配する。 8,0

0 0丁以上のものは，上記種別に関わ

りなく，受付順に従い，民事各部に順

次分配する。ただし，控訴状が当庁に

提出されたときは，以上の定めとは別

に民事各部に順次分配する。

ウ 第一審事件は，次の種別ごとに，受

付順に従い：民事各部に順次分配す

し，種別及び区分ごとに，受付順に従

い，民事各部に順次分配する。8，0

00丁以上のものは，上記種別に関わ

りなく、受付順に従い，民事各部に順

次分配する。ただし, 控訴状が当庁に

提出されたときは，以上の定めとは別

に民事各部に順次分配する。

は，次の種別ごとに，受

民事各部に順次分配す

ウ 第一審事件

付順に従い，

る。
プ

'Oc

（ｱ）選挙に関する訴訟事件

（ｲ） その他の行政訴訟事件

（ｳ）人身保護請求事件

エ 抗告事件は，次の種別ごとに, 受付

順に従い，民事各部に順次分配する。

（ア）選挙に関

（ｲ）その他の

（ｳ）人身保護

エ 抗告事件は

する訴訟事件

行政訴訟事件

請求事件

，次の種別ごとに，受付

民事各部 に順次分配する。順に従い，

ただし，抗告状が当庁に提出された事

件は、これとは別に民事各部に順次分

配する。また，審判前の保全処分に対

する抗告事件とその本案審判に対す

る抗告事件は，両事件を同一日に受け

付けた場合に限り．｜山j事件を同一の部

ただし，抗告状が当庁に提出された事’

件は、これとは別に民事各部に順次分’

配する。また，審判前の保全処分に対｜

する抗告事件とその本案審判に対す’
る抗告事件は.両事件を同一日に受け

付けた場合に限り，両事件を同一の部’

に分配する。に分配する。

(ｱ）民事抗告事件（再抗告事件を含

む。ただし，遺産分割審判事件に対

するもの（以下「遺産分割抗告事件I

(ｱ）民事抗告事件（再抗告事件を含

む。ただし，遺産分割審判事件に対

するもの（以下「遺産分割抗告事件」

という。）を除く。） という。） を除く。）
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(ｲ） 遺産分割抗告事件

（ｳ）行政抗告事件

は）民事及び行政に関する事件につ

いて生じた法廷等の秩序維持に関

する法律違反事件の抗告事件

オ －の部に分配した上告，控訴及び抗

告の事件と原裁判(追加裁判を含む。）

を同じくする後に受理した上告，控

訴，抗告及び高等裁判所が第一審とし

て行う家事審判の事件並びにこれら

の事件に対する当事者参加申立,反訴

（ｲ） 遺産分割抗告事件

（ウ）行政抗告事件

倖）民事及び行政に関する事件につ

いて生じた法廷等の秩序維持に関

する法律違反事件の抗告事件

オ 一の部に分配した上告，控訴及び抗

告の事件と原裁判(追加裁判を含む。）

を同じくする後に受理した上告，控

訴，抗告及び高等裁判所が第一審とし

て行う家事審判の事件並びにこれら

の事件に対する当事者参加申立，反訴

’

及び選定者に係る請求の追加事件は，

アからエまでの定めにかかわらず，最

初に分配を受けた部に分配する。この

場合においては 事件の分配上は件数

として数えない。

力 家事事件手続法274条3項によ

り事件を調停に付した上，自ら処理す

ることとした家事調停事件は，調停に

付した部に分配する。この場合におい

ては，当該部の一人の裁判官を同条4

及び選定者に係る請求の追加事件は,｜
アからｴまでの定めにかかわらず,最I
初に分配を受けた部に分配する｡この｜

場合においては'事件の分配上は件数J
として数えない。

力 家事事件手続法274条3項によ ’

り事件を調停に付した上，自ら処理す’

ることとした家事調停事件は，調停に｜

付した部に分配する。この場合におい’

’
1

’

ては，当該部の一人の裁判官を同条4

項の裁判官とする《，

キ 再審事件（準再審事件を含む。以下

同じ。）は，原裁判をした部に分配す

項の裁判官とする。

キ 再審事件（準再審事件を含む。以下

同じ。）は，原裁判をした部に分配す

る。

ク 差戻事件は、記録丁数1，000丁

プ

'、缶

ク 差戻事件は，記録丁数1，00〔)丁 記録丁数1，0（)0丁ク
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未満のものと1，000丁以上のもの

に区分し，区分ごとに，受付||頂に従い，

未満のものと1，（）00丁以上のもの

に区分し，区分ごとに，受付順に従い，

民事各部に順次分配する。ただし，こ

れによって定まる部が当該事件の原

裁判をした部であるときは，次順位の

部に分配し，後者が直近に受けるべき

同－－区分に属する差戻事件を前者に

分配する。

民事各部に順次分配する。ただし，こ

れによって定まる部が当該事件の原

裁判をした部であるときは，次順位の

’し，後者が直近に受けるべき部に分配

同一区分に属する差戻事件を前者に｜

分配する。

ケ 民事部の裁判官又は書記官に関す

る除斥及び忌避の申立事件は，当該裁

判官又は書記官の属する部の次順位

の民事部に分配する。

． 民事及び行政に関する事件につい

て生じた法廷等の秩序維持に関する

法律違反事件の異議申立事件は，原裁

判をした部又は原裁判をした裁判官

の属する部の次順位の民事部に分配

ケ 民事部の裁判官又は書記官に関す

る除斥及び忌避の申立事件は，当該裁

判官又は書記官の属する部の次順位

の民事部に分配する。

． 民事及び行政に関する事件につい

て生じた法廷等の秩序維持に関する

法律違反事件の異議申立事件は，原裁

判をした部又は原裁判をした裁判官

の属する部の次順位の民事部に分配

する。

サ その他の事件は，これに関連する本

案事件が係属し，又は終局した部に分

配する。ただし，本案事件の係属する

部が未定のものは．受付順に従い，民

事各部に順次分配する。

する。

サ その他の事件は，これに関連す る本

案事件が係属し，又は終局した部に分

配する。ただし，本案事件の係属する

部が未定のものは，受付順に従い，民

事各部に||頂次分配する。

シ 上記ア，イ及びエの定めにかかわら’

ず，上告事件,控訴事件及び抗告事件’
’

2部及び民事Iは；民事第1部，民事第
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第3部に4の割合で，民事第4部に3

の割合で分配する。

3 裁判官に差し支えがあるときの代理順序の定めの一部変更について

令和2年4月1日から，次のとおり一部を変更した。

新旧

l 本庁

るときは，その (1)裁判長に差し支えがあるときは，その

1に掲げる順 部の他の裁判官が第1の 1に掲げる順

序により代理する。

こ差し支えが （2） －の部に属する裁判官に差し支えが

kって合議体を あり，当該部の裁判官によって合議体を

ときは，他の部 構成することができないときは，他の部

1 本庁

裁判長に差し支えがあるときは，(1)

部の他の裁判官が第1の

序により代理する。

(2) 一の部に属する裁判官に差し支えが

あり，当該部の裁判官によって合議体を

構成することができないときは，他の部

に属する裁判官（裁判長を除く。）のう

ち，長官が指名する裁判官が代理する。

(3) －の部に属する裁判官全員に差し支

えがあるときの代理順序は，次のとおり

とする。

ア 民事及び行政に関する事件につい

ては，民事第1部と民事第2部の問に

おいて，民事第3部と民事第4部の問

において，それぞれ相互に代理する。

ただし，急を要する事件について代理

すべき部にも差し支えがあるときは，

長官が指定する他の部において代理

に属する裁判官（裁判長を除く。）のう

ち，長官が指名する裁判官が代理する。

(3)－ -の部に属する裁判官全員に差し支

えがあるときの代理順序は，次のとおり

とする。

ア 民事及び行政に関する事件につい

ては，民事第1部と民事第2部の間に

おいて、民事第3部と民事第4部の間

において，それぞれ相互に代理する。

ただし，急を要する事件について代理

すべき部にも差し支えがあるときは，

長官が指定する他の部において代理

する。寺ス
ノ － 0
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イ 刑事に関する事件については，刑事

第1部と刑事第2部の問において相

互に代理する。ただし，急を要する事

件について代理すべき部にも差し支

えがあるときは、長官が指定する他の

部において代理する。

(4)自然災害発生時等の緊急時において

f 刑事に関する事件については，刑事

第1部と刑事第2部の問において相

互に代理する。ただし，急を要する事

件について代理すべき部にも差し支

え-があるときは、長官が指定する他の

部において代理する。

’

1

I

は，上記(1)から(3)にかかわらず，長官が

指名する裁判官が代理することができ

る．

4 司法行政事務の代理順序の定めの一部変更について

(1 令和2年2月26 口から，次のとおり一部を変更した

［箒5 司法行政事務の代理順序〕
｜

’

新旧

2 金沢支部長に差し支えがあるときの代
理順序

第1順位 判 事 高 山 光 明
第2順位 判 事 細 川 二 朗

定えがあるときの代2 金沢支部長に差し

理順序

第1順位 判 事
第2順位 判 事

藤
川

齋
細 人

朗

正

二

(2 令和2年6月12旧から㈱次のとおり 部を変更した。

〔第5 司法行政事務の代理順序〕

’新旧

I

’

I
2 金沢支部長に差し支えがあるときの代
理順序

第1111頁位 判 事 蓮 井 俊 治

第2順位 判 事 細 川 二 朗

2 金沢支部長に差し支えがあるときの代

理順序

第1順位 判 事 高 山 光 明

’ 第2順位 半'’ 事 細 川 二 朗’
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第2 報告事項

1 裁判官の職務代行について

別紙第1のとおり

2 各種委員及び係裁判官の定めの ‐部変更

(1 令下|12年3月1()日から，次のとおり一部を変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官I

新旧
｜
’

ー－

判例委員会判例委員会

○
白

心
一

委員長

委 員
同

同

同

同

綿 引

合 、
占久保
始 関

鹿 野

田 中

長 官

判 事

11 *
判 事
判 事

判 事

判 事
判 事
判 事

判 事
判 亨

判 事

万里子

|真 也
正 人

正 光

伸 二
寿 生

（金沢支部）

満

修

長
員

口
貝

委
委
同
同
伺
同
同

長 官

判 事
判 箏
判 箏

判 事

判 箏

判 事

判 聿
判 事

判 事
判 聿

判 事

綿 引

倉 田

古久保
松 並

始 関

鹿 野
田 中

万甲子

慎 也
正 人

重 雄
正 光

伸 二
寿 生

（金沢支部）

満
俊 一

陸

千恵子

（事務局長）
里 朗

堀 内

萩 本

同

同

同

幹 事

|司

堀 内

烏 居

後 藤
編 田

飯 野

同

同
畿
T~1

1司

鳥 居 俊 一

後 藤 隆
福 田 千恵子

（事務局長）
飯 野 里 朗

土
］~1

I

l

l同
|園

【参考】

F－－－－－－－

l 常置委員

’

新
！〃 I旧

l 常置委員

規程2条1項1

委員長 長 官
姜 貝 判 串

|司 判 事
|司 判 事

同 半ll 事
同 判 事

|可 判 事

2号の委員

綿 引 万里子
倉 田 慎 也

古久保 正 人

始 関 正 光

鹿 野 伸 二
堀 内 満

萩 本 修

規程2条1項l

委員差 長 官
委 員 判 事

|司 判 事
|口I 判 市

同 半l 事

同 判 事

|司 判 事

2号の委員

綿 引 万里子
倉 田’|真 也
古久保 正 人

松 並 重 雄
始 関 正 光

鹿 野 仲 二
堀 内 満
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T"9条Ⅲ項3号蝿萎員
|委 員 判 事 田 中

|同 判 事 高橋

規程2条］項3

委 員 判 事
同 判 事

号の委員
出 中

高 橋

即
王
信
恒

生
口
士
ｒ
唇

、
桃
１
二
坐
一

聖 浩

信 幸

寿 生

（金沢支部）

規程2条1項4号の委員
委 員 判 事 出 中

規
委 程2条1項4号の委員

員 判 事 田 中寿 生

(金沢支部）

I

2 令和2年4月1日から，次のとおり一部を変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

1

新旧

判例委員会 判例委員会

ワ
』

ｏ
〕

委員長 長 官 綿 引
委 員 半ll 事 倉 田
|司 半|l 事 占久保

同 半ll 事 始 関

|司 判 事 鹿 野
|司 判 事 田 中

司 半l1 事 堀 内

i司 半'’ 事 萩 本
同 判 事 鳥 居

幹 事 半リ 事 後 藤
|司 半l1 事 福 田

同 判 事 飯 野

3 広報委員会

委員長 判 事 福 出

委 員 半|」 事 升 川

同 判 事 入 江
同 判 事 永 井

長
員

巨目（

委
委
同
同
同
同

綿 引
倉 田

古久保

始 閨

鹿 野
田 中

長 官
判 事

判 事
判 箏

判 事
判 事

万里子

慎 也
正 ノ． 、

正 光

伸 二
寿 生

（金沢支部）

満

修

俊 一

隆
r-に崎.￥‐
｜ ,Lみ､ J

（事務局長）
里 朗

万里子

慎 也
正 人

正 光

伸 二

寿 生

（金沢支部）
満
修

浩 史

}

事
事
事
事
事

事

ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ

半
半
王
‐
半
半

堀 内

萩 本

竹 内箏

同
同
同
幹
制 後 藤

福 田

秋 吉

眞知子
千惠子

（事務局長）
信 彦判I同

’広報委員会‘_）
q》

千恵子

（事務局長）
智 道
恭 子

健 一

（金沢支部）

壼聿

委員長 隔 田 千恵子

（事務局長）
日 置 朋 弘

永 井 健 一

（金沢支部）
大久保 優 子

判

］
貝

委
同

事
事判

判

判 串|司

4 資料事務指〕算係裁判官

半I」 事 福 田

判 事 飲 野

資料事務指導係裁判官

判 事 福 田 千恵子

（事務局長）
判 事 人 江 克 明

I

千惠子

（事務局長）
里 朗

事
事判

判 」’ 判 事 山 田 順 子 山 川 順 子
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’
研修指導係

半|l 事
裁判官
水 谷 美穂了 倫 代

(3) 令和2年5月IRから，次のとおり一部を変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

_’
率｢子
斯ツ’旧

判例委員会|当||例委員会

り
』

２

綿 引
倉 出
古久保
始 閨・口

鹿 野

ロ1 甲

長
員

酉
貝

委
委
同
同
同
同

長 官

半|｜ 事
判 事
判 事

半|｜ 事
判 事

万里子

慎 也
正 人

正 光

伸 二
寿 生

（金沢支部）
満

修

浩 史

眞知子

千恵子
（事務局長）

信 彦

事 倉 田
事 古久保

享 始 閏

事 鹿 野

事 田 【| ］

事 堀 内

享 萩 本
享 竹 内

享 後 藤
享 福 田

亨 秋 吉

慎 也
正 人

正 光

伸 二

寿 ，龍

（金沢支部）
満

修

浩 史
眞知子

千恵子

（事務局長）
信 彦

員
事

委
同
同
同
同

同
同
同
幹
同

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

兼
‐
半
半
半
叩
干

判

判

判

判

半|’

事 堀 内

事 萩 本

索 竹 内

事 後 藤
事 福 閉

箏 秋 吉
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

牛
ｒ
平
Ｔ
半
半
半

事

同
同
同
幹
両

|可 半|’卜I’|hl

|参考】

新旧

－ ←－

１

l 常置委員

規程2条1項1

常置委員

2号の委員規程2条1項1，2号の委員
委員長 長 官 綿 引 万里子

判 事 倉 円 慎 也
判 事 古久保 正 人

判 事 始 瀧 正 光

判 車 鹿 野 伸 二
判 事 堀 内 満

判 聿 萩 本 修
規程2条1項3号の委員

判 箏 田 中 聖 浩

判 事 高 橋 信 幸

判 事 倉 田
判 箏 古久保
判 聿 始 関

判 事 鹿 野
判 事 堀 内

判 事 萩 本

1項3号の委員

判 事 田 中
判 聿 高 橋

慎 也
正 人

賑 光

伸 二
満

修

聖 浩

信 幸

一 陦 言 F一

委員長

'

規程2条

-1l



規程2
I
l

l
｜

’
規程2条1項4号の委員

支部長 田 中 寿 生

条 1項4号の委員
支部長 田 中 寿 生

(‘1） 令和2年5月8Hから，吹のとおり変更した

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

一Ｔ
Ｉ
１

新
、 ′ I旧

判例委員会2 判例委員会

委 員 判 事 倉 田
同 判 事 古久保

同 判 事 始 関
同 判 事 鹿 野

同 判 事 閃 中

|司 '|4il 事 堀 内
|可 半リ 事 萩 本
同 判 事 竹 内

幹 事 判 事 後 藤
同 判 事 福 田

両 判 事 秋 吉

２
委
一
同
同
同
同
同

同
同
同
幹
同

員 長 郎慎 也
正 人

正 光

伸 二

寺 生

（金沢支部）
満

修

浩 史

眞知子
千恵子

（事務局長）

信 彦

'百
'一
'一f-－

坦予
一』氷

巳
事
事
事
事
事

事
事
事
事
事

事

倉 田

古久保

始 関

鹿 野
田 中

慎 也

正 人

正 光

伸 二
寿 生

（金沢支部）
満

修

浩 史

眞知子
千恵子

（事務局長）
{言 彦

判

判

判

判

判

堀 内

萩 木

竹 内

後 藤
福 田

秋 古

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

半
十
半
半
半
半

声
手

判同

|‐
【参考】

新旧

-- － ＝

常置委員1 常置委員 I

規程2条1項1規程2条1項1，2号の委員
委員長 判 事 倉 圧 慎

判 事 古久保 正

判 事 始 関 正

判 事 鹿 野 伸
1fll 事 堀 内

判 事 萩 本
規程2条1項3号の委員

判 宇 田 中 聖
半ll 事 高 橋 信

規程2条1項4号の委員
支部長 出 L|' 寿

2りの委員

委員長 長 官 永

也
人
光
二
満
修

陪
幸

生

郎田蘓
エ」

三
子

Ｆ
Ｉ
ｌ
Ｉ

寺
３
一
一

判 事 倉 田
判 事 古久保

判 箏 始 閨
判 事 鹿 野

判 事 堀 内
判 事 萩 本

規程2条1項3号の委員

判 事 出 中
判 事 高 橋

規程2条1項4号の委員
支部長 田 中

也
人
光
二
満
修

浩
幸

生

慎
正
正
伸

聖
信

寿

’

1
|

｜

’
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(5) 令和2年6月12Hから，次のとおり変更した。

［第6 各種委員及び係裁判官」

新|日

判例委員会

長 長 官

員 判 事
判 事
判 事

判 事
判 箏
判 事

判 事
判 事

事 判 事

半|｜ 事

半l1 \

員会判例 委 Z

ソ］
委
同
同
同
同
同
同
同
同
幹
同
同

郎

也

人

光

満

明（金沢支部）

雲一委一同同同同同同同幹同同

永 野

倉 出
古久保

始 関
鹿 野

堀 内

高 山

厚
慎
正
正
伸

光

厚 郎

慎 也
正 人

正 光
仙 －

寿 生(金沢支部）
満

修

浩 史
眞知子

千恵子(事務局長）
信 彦

員 長 官
判 事
判 事

半l1 *

半l1 事
判 事

半i」 事

半ll \
半l1 \

半 半l1 \

半!」 事
半ll \

永 野

倉 田

古久保
始 關

鹿 野

出 中

堀 内

萩 本
竹 内

後 藤
福 田

秋 吉

修
ｳ生 lj」
1{可 一メー

'言知子

千恵子(事務局長）
信 彦

萩 本
竹 内

後 藤
福 田
秋 吉

【参考I

’

１

新旧

常置委員 常置委員］

常置

委員

委員会規程2条1項1，2号の委員

長 長 官 永 野 厚 郎
判 事 倉 出 慎 也
判 事 古久保 正 人

判 事 始 閨 正 光
判 事 鹿 野 伸 二
判 事 堀 内 満
判 事 萩 本 修

常置委員会蝿程2条1項1,2号の委
委員長 長 官 永 野 厚 郎

判 聿 倉 田 慎 也
判 事 古久保 正 人
半'’ 事 始 閨 正 光

半ll 事 鹿 野 伸 二
半ll 事 堀 内 満
半|｜ 事 栽 本 修

に=＝1

t言
〆 、巳

常置委員会規程2
＋|」 事

半'’ 事

条1項

田 中

高 橋

自白（
未
写
佶
幸
手

、
ｊ
，

イ
ノ

ロ
万
亜
圭
信
恒

－
３

厩同一
｝
姿
込
佑
睾

常置委員会規程2
半l1 =

判 事

条1項3号の

田 中 聖

高 橋 信

常置委員会規程2条1項4号の
支部長 高 山 光

巨
員

委
明常置委員会規程2条1

支部長 111

項4号の委員

中 寿 生 ’

- 16-



【参考】（7月1日から）

’｢~－‐ 判テ
イ>'’旧

ト

1 常置委員l 常置委員

常置委員会規程2条1項
委員長 長 官 永 野

判 事 倉 田
》'11 事 古久保

半|｜ 事 始 関
判 箏 鹿 野
判 事 堀 内

判 事 萩 本

委員、2号の

厚 郎

慎 也
正 人

箙 光

伸 二
満
修

2号の委員
郎

也

人

光

言

満

修

常置委員会規程2
委員長 長 官

判 聿

判 事

判 事

半ll \

判 事
判 事

条1項1

永 野

倉 田
古久保

始 関

鹿 野
堀 内

萩 本

I

厚
慎
正
正
伸

置委員会規程2
判 事

判 事

条1項 3号の委員
升 川 智 道

､HP

吊号の委員
聖 浩

信 幸

常置委員会規程2条1項3
半ll 事 田 中

判 事 高 橘 孝 之菱 川

置委員会規

支部

程2条1項4号の委員

長 高 l1」 光 明

常会規程2条1項 4
支部長 高 ’1’

号の委員
光 明

常置委員

裁判"自以外の裁判所職員の人事異動等について

別紙第2のとおし）

１
１

裁半l'官以外の裁判所職員の昇格について

別紙第3のとおり

↓

その他

別紙第4のとおり

5
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（別紙節1）

職務代行一覧

命・免発 令 日職 ，務 代 行 庁I新 官 職現 官 職氏

R2210 名古屋家判事補 i名古屋地判事補･名古屋簡裁半1事 小 坂
今

回ロ

R2.2.28 名古屋高判事 ：名古屋家判事(鄙総括)･名古屋簡裁‘‘名古屋高判事･名古屋簡裁判事 田 遷
今 判事
．p『1

､R2.325 1岐阜地家判事補･岐阜簡裁判事 ’名古屋地判事補 瀝阜地家判事補･岐阜簡裁判事 懐 場
今

回｢】

i R241名古屋高判事 驚阜地家判事(部総括)･岐阜簡裁判名古屋窩判串･名古屋簡裁判事 鳥居

名i 職務代行期間

真理子|唖騨~~. r ""
| R23:"

．． -..----....1.~~~－－－~…･
法 典I R2.228 | R2.3.3 1

庁

一

令
藪

発
嵩

高裁

高裁梨 代!R2-3.25

１
．
１

３
３

３
》
５

２
．
２

Ｒ
ｌ
Ｒ

｜

’
岐阜地家判事(部総括）
事

高裁俊 一R2-4.1

命

口
名古屋家判事

０
１

１
１

３
３

４
３

８

．
２

３
２

Ｒ
Ｒ

Ｒ

津地家四日市支判事(支部長)･四日’名古屋家判事(部総括)･名古屋簡裁 手 崎
市簡裁判事(司掌者〉 ‘判事

0 -' - -

‘富山地判事補 岡 本

政 人IR2･4.1 高裁R2．4．1

〈
叩

健太 朗'R2.4.1R2.4.1 富山家判事補
（兼高岡支部勤務〉

高裁

《
叩

名古屋家 広R2．41

一六回

名古屋地判事･名古屋筋裁判事 細 野笠桶支判事 高裁R2.4.1

命

l／1ページ



(別紙第2）

常置委員会諮問等事項

’ ｢

備 考異動前官職発令事項 氏名;発令年月日

1／1



令和2年2月期異動計画

『-I
ql凹

備 考
一幸

発令事項 異動前官職 氏名発令年月日

1



常置委員会諮問等事項

（事務職・書記職（幹部職員等）一高裁任命権 参考：最高裁任命権等）

発令年月日 発令事項 異動前官職 氏名 備 考
一一一 一 一■、 画 .

’
R2. 4. 1 名古屋高裁 民事首席書記官 岐阜地裁 事務局長

R24 1 岐阜地裁 事務局長

｜富山地裁事務局長

寺尾 英明 最高裁発令事項

橋本 倫夫 最高裁発令事項

河合進 最高裁発令事項｜

廣田 幸紀 最高裁発令事項

R24. 1 富山地裁 事務局長

R2.4 1 富山家裁 事務局長

富山家裁
1

1最高裁

'事務局長

|霧…ゞ
｜
'

R24 1 名古屋家裁 少年首席書記官 岐阜家裁 首席書記官

R24 1 岐阜家裁 首席書記官 名古屋家裁 少年次席書記官

楢原 明 最高裁発令事項

海住 孝幸 最高裁発令事項

最高裁発令事
鈴村 稔

項■■
R24. 1 名古屋家裁 少年次席書記官 鈴村 稔

R24 1 富山地裁 民事首席書記官 名古屋地裁 事務局次長 橋本 昌也 最高裁発令事項

’
首戸

沢田
発令事項R2 4 1 名古屋地裁 事務局次長

R24 1 金沢家裁 首席書記官 名古屋家裁 家事次席書記官

R2.4. 1 名古屋家裁 家事次席書記官 福井地裁 事務局次長

R2.4 1 福井地裁 事務局次長 ｜福井家裁 事務局次長

笠松 麻理子 最高裁発令事項

大林 克典 最高裁発令事項

武藤 和夫 最高裁発令事項

木戸 琢磨 最高裁発令事項R2.4 1 福井家裁 事務局次長

1／7



異動前官職 備 考発令事項 氏名発令年月日

｜

’

■■■

■

’R2. 4. 1 津家裁 事務局次長

7／フ
ニ ノ 『



発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名

’

蝿‘.…．|…蕊‘
最高裁発令事
項家裁次長併

任解除

最高裁発令事

事務局次長兼金沢家

裁事務局次長
金沢地裁 永井 年典

P
項

R24 1 金沢家裁 事務局次長 安野 明彦

’
最高裁発令事

項家裁次長併

任解除

事務局次長兼富山家

裁事務局次長
R2.4 1 富山地裁 事務局次長 富山地裁 徳田 淳二

最高裁発令事

項

■
R2. 4. 1 富山家裁 ｜事務局次長 藤田 博文

’

３



発令事項 異動前官職発令年月日 備 考氏名

4／7



発令事項 異動前官職 備 考氏名発令年月日

７／Ｆ
Ｄ



発令事項 異動前官職 備 考氏名発令年月日

6／7



備 考異動前官職 氏名発令事項発令年月日

可 j可

ノ／ノ



常置委員会諮問等事項

(調査職（首次席総括クラス）－高裁任命権 参考：最高裁任命権等）

異動前官職 備 考発令事項 氏名発令年月日

'最高裁発令事項
（本務）

名古屋高裁発令
事項(併任）

首席家裁調査官兼名

R2.41 名古屋家裁 古屋高裁家裁調査官 最高裁 家庭局第三課長

ロ■■
高橋 直人

R2. 4. 1 静岡家裁 首席家裁調査官 津家裁 首席家裁調査官 秋元 卓雄 最高裁発令事項

R2.4 1 津家裁 首席家裁調査官 鳥取家裁 首席家裁調査官 椎野 菫 最高裁発令事項

|首席家裁調査官 加藤光久 最高裁発令事項

|曾薦家裁調萱富 新簔露文最高裁…項

|次属專…。 ‐菱≦、高裁…。
次席家裁調査官 五百木 亜紀代 最高裁発令事項

事務局長 宮崎 聡 最高裁発令事項

次席家裁調査官兼仙
田中 一男 最高裁発令事項

台高裁家裁調査官

R241 大津家裁 首席家裁調査官 岐阜家裁

R2. 4. 1 岐阜家裁 首席家裁調査官 宮崎家裁

R2. 4. 1 山口家裁 首席家裁調査官 名古屋家裁

R2.4 1 名古屋家裁 次席家裁調査官 京都家裁

R24 1 高知家裁 首席家裁調査官 福井家裁

R2.41 福井家裁 事務局長 仙台家裁 最高裁発令事項

最高裁発令事項

（本務）
大野 惠美

名古屋高裁発令

事項(併任）

松本 八千代 最高裁発令事項

信田 菫 最高裁発令事項

川村 隆 最高裁発令事項

武田 一幸 最高裁発令事項

亀井 博之 最高裁発令事項

次席家裁調査官兼名

古屋高裁金沢支部家 千葉家裁 総括主任家裁調査官 大野 惠美

裁調査官

R2. 4. 1 金沢家裁

R2.4.1 !惑家裁堺総括主任家裁調査官
R2.41 福井家裁 次席家裁調査官

R2.41 津家裁 次席家裁調査官

R2. 4. 1 盛岡家裁 次席家裁調査官

R241 名古屋家裁 総括主任家裁調査官

R241 1東京家裁 次席家裁調査官

R2. 4. 1鱸雷裁総括主任霧裁調査富
R2. 4, 1 宇都宮家裁 次席家裁調査官

R2. 4. 1穰罰載川総括主任家裁調査官

周24’訓患蕊総括主任蒙裁調査官

|福井家裁

津家裁

次席家裁調査官

次席家裁調査官

次席家裁調査官

総括主任家裁調査官

次席家裁調査官

総括主任家裁調査官

奈良家裁

名古屋家裁

函館家裁

名古屋家裁

岡崎支部
鎌田 耕一 最高裁発令事項

最高裁発号垂｜中城 正義 一聖1戸'割

高艤正”雷尭請事項’
和＆菱櫓＃雷…瓊
小鬘真嗣雷霊需事項■

l／1



常置委員会諮問等事項

｜ －
■■■■■

（ ）

発令事項 異動前官職発令年月日 氏名 備 考

1／1



常置委員会諮問等事項

I(’

発令事項 異動前官職 備 考I発令年月日 氏名

■
｜

■■■

1／1



常置委員会諮問等事項

|）（

備考発令事項 異動前官職 氏名発令年月日

1-／1



常置委員会諮問等事項
（ |）

発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名

1／3



発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名
坐

2／3



発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名 ■
■
■

。

へ ノヘ

J／』



常置委員会諮問等事項

（ I
発令年月日 発令事項 備 考異動前官職 氏名

’

1／1



画委員会細騨。（

発令事項 異動前官職発令年月日 備 考氏名

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
Ｉ

|／1



常置委員会諮問等事項

’ ）（

発令事項発令年月日 異動前官職 備 考氏名

1／1



常置委員会諮問等事項

’ |）

発令事項 異動前官職 備 考発令年月日 氏名

1／1



(別紙第3）

裁判官以外の裁判所職員の昇格等

11

’
１
１ ’

所属庁 備 考

口
’

’備 考

’
’

1 ’ ’所≦属庁 官 職
岸、

\､
r－－■氏

聿毎

備

’
1

！

’ ｜‘、’所属庁 官 職 備

だ
ぅ

式
仁

’所属I] 傭
_宰

〆弓

’ ｜
I

所l展‘庁 白′職 傭

悲
弓氏 名

所属庁 官 卿 氏 名



１
１

－－1
考 ~’所属庁 官 職 氏 名 備

J

I

『１１１１１１，‐ｌ‐‐

一

I
ﾄ

I



｜
I

｜富職｜‘、’所属庁 傭 老
ゾ

’
｜官職｜氏偽’所属庁 備 考

所属庁 ‘ ｜官臓｜‘細 ’ 備 表

備｜・術｛｜‘＃’

士毎

所属,崎

所属庁 備 者

｝ﾘi屈庁

il
｜ﾛ聯｜‘ゞ’ 備 考

」

備｜ 周 職｜ゞ､’
’

所属庁

〆
ミ

ゴ
企



■ ’ ’官 職 氏 名 傭
幸

雲値ラ

｜箇職｜氏偽’所属庁 備 考

’

’

21

’

’所属Iう 考氏 名 備

所j禺庁 備 考

’
司

所属庁

’
備 考



所属庁

’ ’
土z

号氏 名 傭
b

I 口

聿
弓

所属庁 傭

’

備

１
１

考所属庁

｜
J

1

’

｜・職｜‘＄’ 備 考uh属ハ

’備 考PWIIf!庁

備 考所属庁

L－‐

備 考所属11



（別紙第4）

開示申出状況 令和2年6月1日現在

開示申出内容（司法行政文書の名称等） ’申出日

（受理日）

令和元年10月9日
(平成元年10月11日）

終局（通知）日 終局（通知）結果 苦情の有無
’

一部開示

(不開示情報）
令和元年12月24日1

－部開示

(不開示情報）
(文書不存在）

令和元年6月9日

(令和元年6月17日）
令和元年12月25日2

ｊ

日
日

９
１

１
２

月
月

年
年

２
２

和
和

今
わ
く
わく 令和2年2月3日 全部開示

３

－部開示

（不開示情報）
（文書不存在）

(存否応答拒否）

一部開示
（不開示情報）

（文書不存在）

(存否応答拒否）

41(潮蕊慨:） 令和2年2月13日

Ａ
皿
可

I

51熱展期摺） 令和2年4月2日

一部開示

(不開示情報）

ｊ

日
日

５
５

月
月

９
９

年
年

一
九
一
元

和
和

今
わ
く
わ 令和2年4月20日6

不開示

(文書不存在）

ｊ

日
日

０
３
１
１

月
月

４
４

年
年

２
２

和
和

〈
わ
く
わく 令和2年5月28日7

」

索令和元年12月2日から令和2年6月1日までに終局（通知）をした開示申出である
※ 上記のほか，令和2年6月1日までに終局（通知）をしていない開示申出が5件ある


